
第1章 総則
第1節 適用

1 本特記仕様書は、高美園前農道橋上部工撤去工事に適用する。
2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）
・特記仕様書（共通事項）（2025年8月）
※　土木工事共通仕様書、特記仕様書（共通事項）は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

第2節

第3節

第4節 建設副産物

１ 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

２ 計画の掲示及び公表

３ 実施書の提出 

４ 工事現場の管理体制

週休２日適用工事

　本工事は週休2日工事であり、「安芸高田市週休2日適用工事（土木工事）実施要領」に基づき実施すること。

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生
資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底
することを指導するものとする。

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資
源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンク
リート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を
含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更
し、監督職員に報告しなければならない。

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に
供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源
利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年
間保存しなければならない。

熱中症対策に資する現場管理費の補正

　本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事であり、実施については特記仕様書（共通事項）第1章 総則 第6節
熱中症対策に資する現場管理費の補正に従うこと。

　本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源
利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

特　記　仕　様　書（　個　別　事　項　）
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５ 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

(1)

(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

(3)

６ 運搬業者への通知

７ 確認結果票の掲示及び公表

８ 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

９ 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地

(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名

(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地

(4) 建設発生土の搬出量

(5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認
の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合
にあっては、当該届出がされている。

ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35
条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされてい
る。

上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土
の搬出に関する事項

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときに
は、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利
用により公表するよう努めるものとする。

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当
該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場
の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
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13 建設発生土の最終搬出先までの確認

(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合

(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合

(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード

(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第2章 施工条件
第1節 工程

1 施工時期・時間の制限
施工内容 コア削孔・ワイヤー切断・主桁撤去・主桁運搬
時期 上記工事の施工期間
時間 ２１：００～５：００（作業可能時間）
施工方法・理由 主要地方道三次美土里線を通行止めとする必要があるため、夜間工事とする

第2節 公害対策
1 公害防止

施工方法 コア削孔・ワイヤー切断・主桁撤去・主桁運搬において、高齢者施設に隣接しているため、防音対策を行うこと。
設備 仮設防音壁　L=40m、H=4mを見込んでいる。

防音対策については、発注者及び隣接施設関係者と協議し決定するものとする。

2 濁水・湧水処理
内容 ワイヤー切断時に発生する濁水処理を見込んでいる。

3 漁協等との協議
協議内容 工事着手前に現地で濁水対策について３者協議（発注者、請負者、漁協）を実施すること。 

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出された
ときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する９（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促
進計画に係る建設工事の完成後５年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
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第3節 安全対策
1 交通誘導員・警戒船・保安要員

夜間通行止め間、交通誘導員を３（人／日）配置することを見込んでいる。
主桁運搬時にトレーラーの誘導のため、交通誘導員を２（人／日）配置することを見込んでいる。

　配置箇所及び人数については協議の上決定するもとのする。

第4節 建設副産物
1 コンクリート殻 （コンクリート殻を受け入れる再生資源化施設）

　なお、再資源化施設へは桁の状態で搬入し、施設内でトレーラからの取卸し及び解体処分を見込んでいる。
搬出場所 カズテック有限会社（安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰386-1）

第3章 その他
本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

　当該工事により発生するコンクリート殻は、「コンクリート殻を受入れる再資源化施設」へ搬出するものとし、次の処分先を見込んでいる。

　なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、「コンクリート殻を受入れる再資源化施設」への搬出が困難となった場合は、発注者と請負者
が協議するものとする。
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